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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 被引浮体搭乗者負傷 

発生日時 令和元年７月２４日 １２時４０分ごろ 

発生場所 兵庫県洲本市大浜海水浴場南東方沖 

 洲本港南防波堤灯台から真方位１２６°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.４′ 東経１３４°５４.９′） 

事故の概要  水上オートバイKYOGYO
キョーギョー

 Ⅳは、航行中、また、水上オートバイグッ

ドワン J r
ジュニア

は、浮体をえい
．．

航中、浮体から投げ出された搭乗者が

KYOGYO Ⅳと接触して負傷した。 

事故調査の経過  令和元年８月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ KYOGYO Ⅳ、０.２トン 

 ２５０－５６２８０大阪、株式会社エステートワン 

 ３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１５４.５０kＷ、平成２５年６月 

Ｂ 水上オートバイ グッドワン Jr、０.２トン 

 ２５０－５８５８８大阪、株式会社グッドワン 

 ２.８７ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１３２.４０kＷ、平成２９年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２９年６月３０日 

  免許証交付日 平成２９年６月３０日 

（令和４年６月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５０歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１７年１０月３日 

  免許証交付日 平成２８年６月８日 

（令和３年６月７日まで有効） 

搭乗者Ｂ 男性 ２３歳 

 死傷者等 重傷 １人（搭乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部ミラーに破損 
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Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同僚１人を同乗させ、Ｂ船及び

Ｂ船がえい
．．

航する搭乗者Ｂが乗った浮体（長さ約２.４ｍ、幅約２.２

ｍ、以下「本件浮体」という。）と共に大浜海水浴場北東方沖の海域

を出発し、洲本市のマリーナに向けて帰航していた。（写真１～３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 船長Ａは、左舷方の蛇行しながら先行するＢ船及び左右に振られる

本件浮体を見ながら、本件浮体の付近を航行中、本件浮体が左方から

Ａ船に向かって横滑りして約５ｍの距離まで接近したことに気付いて

危険を感じたものの、何もできないまま、令和元年７月２４日１２時

４０分ごろ本件浮体から投げ出された搭乗者ＢがＡ船の左舷船首部に

接触し、本件浮体がＡ船の船首方を通過していくのを認めた。（図１

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件浮体 

写真１ Ａ船 写真２ Ｂ船 
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 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船長Ａの同僚１人を同乗させ、

本件浮体を長さ約１８ｍのロープでえい
．．

航し、船長Ｂが搭乗者Ｂを楽

しませるつもりで約２０～２５km/h の速力（対地速力、以下同じ。）

で蛇行し、本件浮体を左右に大きく振りながら航行していた。 

 搭乗者Ｂは、本件浮体の中央に、両手で取っ手をつかみ、両足を前

方に伸ばした姿勢で座っていたところ、海面上を跳ねながら左右に大

きく振られる本件浮体から投げ出されないよう体に力を入れており、

疲れを感じていた。 

 船長Ｂは、右転して左舷方に横滑りした本件浮体を見た後、浮体を

右舷方に振る目的で左転して右舷方を見たところ、本件浮体がＡ船に

向かって横滑りしているのを認めて危険を感じたものの、急加速する

とロープが緊張して搭乗者Ｂが投げ出されると思い何もできないま

ま、本件浮体から投げ出された搭乗者ＢがＡ船の左舷船首部と接触す

るのを認めた。 

 Ｂ船の前方を航行していたプレジャーボートの船長は、停船してい

るＡ船及びＢ船に気付いて反転し、搭乗者Ｂをプレジャーボートに乗

せ、１１９番通報を行い、マリーナへ戻った。 

 搭乗者Ｂは、病院に搬送され、脾
ひ

損傷、腎損傷、左第１１肋
ろっ

骨骨

折、第１２胸椎～第３腰椎左横突起骨折、左肘関節脱臼、右股関節脱

臼と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本件浮体の取扱説明書には、使用時の注意事項として、次のとおり

記載されていた。（仮訳、抜粋） 

・浮体は、遊泳者、船舶、障害物等の近くでえい
．．

航しないこと。 

・水上オートバイには、船長以外の者を浮体搭乗者の見張り役とし

て乗船させること。 

 船長Ｂは、本事故当時、Ｂ船に船長Ａの同僚１人を同乗させていた

ものの、浮体搭乗者の見張りを依頼していなかった。 

本件浮体 

本件浮体が振られていた範囲 

Ｂ船 

Ａ船 

図１ Ａ船、Ｂ船及び本件浮体の位置 

事故発生時の本件浮体 
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 搭乗者Ｂは、本件浮体の速力が５０～６０km/h であると感じてい

た。 

 運輸安全委員会の解析 1 によれば、水上オートバイが浮体をえい
．．

航

する場合、走り方によって、浮体の速力が水上オートバイの速力より

も高速になることがある。 

 船長Ａ、船長Ｂ及び搭乗者Ｂは、全員が救命胴衣を着用しており、

飲酒していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大浜海水浴場南東方沖において、Ｂ船及び本件浮体の右舷

方を航行中、船長Ａが、本件浮体の付近を航行していたことから、振

られた本件浮体との距離が近くなり、本件浮体から投げ出された搭乗

者Ｂと接触し、搭乗者Ｂが負傷したものと考えられる。 

 Ｂ船は、大浜海水浴場南東方沖において、本件浮体をえい
．．

航中、船

長Ｂが、本件浮体を右舷方に振ったことから、本件浮体から投げ出さ

れた搭乗者ＢがＡ船と接触し、負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、大浜海水浴場南東方沖において、Ａ船がＢ船及び本件浮

体の右舷方を航行中、Ｂ船が本件浮体をえい
．．

航中、船長Ａが、本件浮

体の付近を航行し、また、船長Ｂが、本件浮体を右舷方に振ったた

め、Ａ船と本件浮体との距離が近くなり、本件浮体から投げ出された

搭乗者ＢがＡ船と接触したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浮体をえい
．．

航して旋回する場合は、浮体が外側に振られることを

考慮し、周囲の船舶等から十分な距離をとること。また、浮体が

水上オートバイの速力よりも高速で振られることに留意し、十分

減速すること。 

・えい
．．

航されている浮体の周囲を航行する場合は、十分な距離をと

ること。 

・船長は、浮体をえい
．．

航する場合は、浮体搭乗者の見張り役を同乗

させることが望ましい。 

 

  

                             
1 調査で分かった水上オートバイ事故防止のポイント 

http://www.mlit.go.jp/jtsb/houdou190723.pdf 

水上オートバイの浮体えい航時の挙動（ドローン映像から速度解析等）

https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/ship/ship-video.html 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県 

淡路島 

洲本港南防波堤灯台 

マリーナ 

兵庫県洲本市 

大浜海水浴場 

事故発生場所 

（令和元年７月２４日 １２時４０分ごろ発生） 


